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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した 

保育所・幼稚園・認定こども園等の支援について 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、新型コロナウイルス感染症対策に対する支援

等を行うため「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」（以下「臨時交付金」という。）

（別添１）が設けられていますが、令和４年４月１日付け事務連絡「令和４年度における新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時特例交付金の取扱について」の別紙２（別添２）において交付

対象となる事業の例として、「物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減」や「事業者に対する公

共料金補助」が挙げられています。 

また、本年４月２６日に取りまとめられた「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合対策』」

（以下「総合対策」という。）（別添３）を踏まえ、臨時交付金では、令和４年度から新たに「コロナ

禍における原油価格・物価高騰対応分」が創設され（別添４）、この交付対象事業の例として令和４

年４月 28 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時特例交付金の取扱につい

て」の別紙２（別添５）において「学校給食等の負担軽減」や「事業者に対する電気・ガス料金を含

む公共料金補助」が挙げられています。 

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所や認可外保育施設等に対する支援に関しては、

給食費の負担軽減について、令和４年５月２日付け事務連絡「コロナ禍における『原油価格・物価

高騰等総合緊急対策』について」により、「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を含めた

臨時交付金を活用して取組を推進していただくようお願いしたところですが、「コロナ禍における原

油価格・物価高騰対応分」を含め臨時交付金では、コロナ禍における物価高騰に直面する保育所、

幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設や放課後児童健全育成事業等の地域子

ども・子育て支援事業を行う事業所等の事業者において光熱水費の高騰が生じている場合等にも、

臨時交付金を活用して負担軽減のための支援を行うことが可能となっています。 

各地方自治体におかれては、これらを踏まえ、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含

む物価の高騰の影響を受けた事業者の負担軽減に向け、積極的に取り組んでいただくようお願いい

たします。 



 

また、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれては、内容について十分に御了知のうえ、

管内市町村及び市町村教育委員会への周知をお願いします。（各都道府県私立学校主管課に対しては、

文部科学省から令和４年５月20日付け事務連絡「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊

急対策』について」が発出されておりますが、本事務連絡と同趣旨の内容です。） 

 

 

 

 

 

【本件照会先】 

内閣府子ども・子育て本部 

参事官（子ども・子育て支援担当）付給付担当 

℡：03-5253-2111（内線38344・38346） 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課庶務・助成係 

℡：03-5253-4111（内2373） 

厚生労働省子ども家庭局保育課予算係 

℡：03-5253-1111（内線4837） 
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